
入札・契約制度について

地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、
より良いもの、より安いものを調達しなければなりません。

そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る調達方
法である「一般競争入札」が原則とされています。

一方、この原則を貫くと調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として
当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることがあり得ます。このため、
「指名競争入札」や「随意契約」による調達が例外的な取り扱いとして認められてい
ます。

さらに地域活性化の観点からは、地元企業が受注し地域経済に貢献することも求め
られており、この点も踏まえ調達がなされる必要があります。

以上について制度面からまとめると、地方公共団体の調達について定める地方自治
法では、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げつつ、
一定の場合には、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認
められています。



また、地方自治法施行令では、入札に参加する者の資格要件について、事業所所在地
を要件（いわゆる地域要件）として定めることを認めるとともに、総合評価方式による
入札では、一定の地域貢献の実績等を評価項目に設定し、評価の対象とすることが許容
されており、これらをもって地元企業の受注機会の確保を図ることが可能となっていま
す。

さらに、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律において、地方公共
団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講
ずるように努めなければならないとされています。

各地方公共団体においては、これらの規定を適切に活用していくことが求められてい
ます。
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